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特定事業者以外の事業者

温室効果ガスの排出の
抑 制 を 図 る た め の
基 本 方 針

エネルギー使用量を把握し、削減方法を分析することで課題の把握に努め、継続的に
温室効果ガスの抑制を行う。

温室効果ガスの排出の
抑 制 を 図 る た め の
推 進 体 制

経理担当者にて二酸化炭素排出量算定システム「炭削くん」を活用してエネルギー使
用量を把握する。

環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ｼｽﾃﾑ名称

適用範囲
取得

年月日

計 画 期 間 2024 年度 2026

燃料及び熱 11

前年度の原油換算
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量

県内登録の
自動車数

熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則第５条第
１号該当特定事業者（大規模エネルギー使用事業者）

熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則第５条第
２号該当特定事業者（自動車運送事業者）

事 業 概 要 住宅・店舗等の総合建築業（建築事業、不動産事業）、公共事業（熊本県、熊本市）

該 当 す る 事 業 者 要 件

年度

温室効果ガスの排出の
抑制を図るため実施しよ
う と す る 措 置 の 内 容

【設備更新等】
・省エネ機器への順次更新。

【その他の措置】
・電力・燃料の見える化による従業員の啓蒙。
・従業員への脱炭素についての勉強会実施。
・冷暖房設定温度を適切に管理する。(夏：27度　冬：24度）
・コピー機の省エネモード設定等、電源機器の未使用時電源オフの徹底

年　度　区　分

①排出量 16 11 16 16

住 所 ( 法 人 に あ っ て は 、
主たる事務所の所在地)

熊本市西区城山半田２丁目２４－１０

氏 名 ( 法 人 に あ っ て は 、
名称及び代表者の氏名)

株式会社センター建設　代表取締役　本田元紀

区　　　　　　　　　　　　分

11 11 11

電気 5 5 5

△ 100.0 △ 100.0 △ 100.0

②補完的手段によ
る削減量

削減率・増減率
(基準年度比)

△ 2.0 △ 2.5 △ 100.0

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ

森林整備等

その他知事が認
めるもの

グリーン電力証書等

△ 100.0 △ 100.0

①－②
差引後排出量

16 11 16 16

△ 100.0△ 100.0
削減率・増減率
(基準年度比)

△ 2.0 △ 2.5

排　　出　　量

削減率・増減率
(基準年度比)

差引後排出量

削減率・増減率
(基準年度比)

原単位の考え方
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（　2024　）年度 （　　）年度 （　　）年度 （　　）年度 （　　）年度
基準年度
（2023　　）

年度

前年度
（　2023）年

度

目標年度
（　2026　）

年度

の 排出量等の実績
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室
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備考 1 □のある欄には、該当する□内に「レ印」を記入してください。
2 「計画期間」は、提出する日の属する年度以降５か年度以内の期間を設定してください。
3

4 温室効果ガス算定排出量の対象とする温室効果ガスは、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素と
し、その単位はｔ－CO2とします。

４年目
（　　）年度

【設備更新等】

【その他の措置】

【計画の進捗状況等】

５年目
（　　）年度

【設備更新等】

【その他の措置】

【計画の進捗状況等】

特記事項

各 年 度 の
措 置 の 実
施 状 況 及
び 計 画 の
進 捗 又 は
達 成 の 状
況 等

1年目
（　2024　）

年度

【設備更新等】
省エネ機器への順次更新を進め、エネルギー効率の向上を図った。
【その他の措置】
電力や燃料の「見える化」による意識啓発や、脱炭素に関する勉強会の実施を通じて、
従業員への理解促進を図った。また、冷暖房の適切な温度管理（夏：27度、冬：24度）
やコピー機の省エネモード設定、未使用時の電源オフの徹底により、エネルギー消費
の抑制と無駄な電力削減に取り組んだ。結果、燃料に至っては使用量を削減する事が
出来た。電気使用量はやや増加したが、これは施工件数の増加に起因するものであ
る。

【計画の進捗状況等】
排出量の合計は前年比2.5％削減となった。今後も上記に掲げた取り組みを通じて、従
業員の意識向上とエネルギー効率の改善を目指した。今後も引き続き、省エネ活動を
推進し、持続可能な社会の実現に貢献していく。

２年目
（　　）年度

【設備更新等】

【その他の措置】

【計画の進捗状況等】

３年目
（　　）年度

【設備更新等】

【その他の措置】

【計画の進捗状況等】

「基準年度」とは、原則、熊本県地球温暖化の防止に関する条例に基づく地球温暖化対策推進計画の基準
年度としますが、事業者が定める地球温暖化対策に係る計画において別に定める基準年度がある場合は当
該年度を基準年度とすることができます。「前年度」とは、計画期間の前年度とします。また、「目標年度」とは、
計画期間の最終年度をいいます。


